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平成 28年１月 28日 

区民部国保年金課 

 

 

平成 28・29年度東京都後期高齢者医療保険料率最終案について 

 

 

１ 改定の理由 

後期高齢者医療保険料は、東京都後期高齢者医療広域連合（以下「広域連

合」という。）が、区市町村からの意見等を踏まえて２年に１度改定する。 

平成 28年１月 12日の広域連合協議会において、平成 28・29年度の保険料

率最終案が協議・承認された。 

 

２ 改定の内容 

(1) 保険料率の増加を抑制するため、平成 26・27年度に引き続き、軽減に

係る経費を一般会計から負担する。 

 

  【対象経費】 

項目 負担割合   

 

※100％とは、 

区市町村 100％ 

広域連合  0％ 

審査支払手数料相当額 100％  

財政安定化基金拠出金相当額 100％  

保険料未収金補塡分相当額 100％  

保険料所得割額減額分相当額 100％  

葬祭費相当額 100％  

 

 (2) 保険料軽減対象の拡大（別紙１参照） 

５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の

数に乗ずべき金額を 26.5万円（現行 26万円）に引き上げる。 

２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の

数に乗ずべき金額を 48万円（現行 47万円）に引き上げる。 

 

３ 平成 28・29年度 1人当たり平均保険料 

年額９５，４９２円（対前年度比１，４０４円減〔-1.4％〕） 

 

４ 平成 28・29年度保険料率最終案 

別紙２のとおり 

 

５ 平成 28・29年度保険料の試算 

別紙３のとおり 

資料 ４ 
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６ 施行期日 

 平成 28年４月１日 

 

７ 今後の予定 

(1) 広域連合は、平成 28年１月 27日に開催される平成 28年第１回東京都

後期高齢者医療広域連合議会定例会に、平成 28年度および 29年度の保険

料率を含む改正条例等の議案を提出する。 

(2) 区は、区議会第一回定例会に、一般会計から保険料の軽減のために負担

を求めるための規約の改正の議案を提出する。 


